
洲本市公共施設等個別施設計画（令和２年度策定、令和７年度改訂）の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【個別施設計画の位置づけ】        【公共施設等を取り巻く課題】 
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１ 背    景   
(1) 人口減少にともなう税収減と少子高齢化を背景とする人口構造の急激な変化が、行政サービ

スの質・量のあり方に大きく影響 
(2) 老朽化が進む公共施設及びインフラ資産の全体の状況を把握し、⾧期的な視点をもって、統

廃合・転用、⾧寿命化、更新などを計画的に行うことにより、財政負担の軽減・平準化を図
るとともに、公共施設等の最適な配置を実現 

 
２ 目    的   
 安全・安心で快適な施設等の配置及び持続可能なまちづくり 
 
３ 位置づけ   
 公共施設等総合管理計画に基づき、具体的な対策内容を定める実施計画 
 
４ 対象施設   
 公共施設及びインフラ資産 

※ 小・中学校、幼稚園、市営住宅（公営住宅・特定住宅・特定公共賃貸住宅）及び大部分のイン
フラ資産については、関係省庁が示す策定指針等を踏まえ、別途策定 

 
５ 計画期間   令和３年度から令和１２年度までの１０年間 
 
６ 推進体制    

公共施設等再編整備検討委員会等において、公共施設等の今後の在り方や再編整備の内容等につ
いて議論。今後、庁内各施設所管等が連携し、市民との合意形成を図りながら、本計画の実現に向
け取り組む 
 

 

第１章 背景と目的 

第２章 公共施設等の方向性 

１  現 有 資 産 の 状 況   
平均築年数 28 年、減価償却率は 55.6％（減価償却率は、減価償却累計額を取得価額で除して算定）。

単純更新した場合は、10 年間に 12,419 百万円が必要。 
※ 単純更新費用は、築後 30 年経過後に大規模改修、60 年経過後に建替えるとして試算 

施設数 平均築年数 減価償却率 
（％） 

単純更新費用 
（百万円） 

175 28 55.6 12,419 
 
２ 施設数、棟数、床面積   

現有する 175 施設、286 棟について、147 施設 241 棟まで統廃合等により適正規模に再編 
現有施設（A） 計画期間後（B） 差引(C)=(B)-(A) 

施設数 棟数 面積(㎡) 施設数 棟数 面積(㎡) 施設数 棟数 面積(㎡) 

175 286 141,596.21 147 241 118,290.52 ▲28 ▲45 ▲23,305.69 

 
３  活 用 施 設 の 方 向 性   
 大規模改修、建替え、廃止等を実施 

施設数 
施設の取扱い 

重複 
対策費用 

（千円） 補修のみ 改修 建替え 廃止 計 
全部 一部 

175 104 39 4 28 4 179 4 10,601,048 
※施設数 175-全部廃止 28＝147 施設 

 
単純更新費用 12,419,000 

効 果 額 ▲1,817,952 
４  機 能 の 方 向 性   
 計画期間内での公共施設等の適正化を推進 

施設数 機能 ※主なもの 
存続 転用 廃止 計 

175 145 7 23 175 

第３章 公共施設等の個別施設計画（全体像） 

１ 対策費用の集計結果   令和 2 年度末：97 億 14 百万円⇒令和 6 年度末：106 億 1 百万円 
①スポーツ・レクリエーション系施設（29 億 97 百万円、28.3％）、②子育て支援施設（14 億 36
百万円、13.6％）、③市民文化系施設（14 億 22 百万円、13.4％）、④社会教育施設（13 億 40 百万
円、12.6％）、⑤行政系施設（10 億 44 百万円、9.9％）等 

 
２  対 策 費 用 の 分 析  
 効果額は 18 億 17 百万円。対策内容の実施に当たっては、財政状況等を注視しながら、実施時期
を調整の上、財政負担をできるだけ平準化できるように考慮するものとする。 
 

第４章 対策費用の集計結果 

１  フ ォ ロ ー ア ッ プ の 方 法    
ＰＤＣＡ（計画、実施、点検・評価、改善）

サイクルにより進捗状況を管理し、計画のフォ
ローアップを継続的に実施 

 
２ 更新・改訂に関する考え方   
 社会情勢の変化や関連計画の策定・変更、
施設の利用状況や老朽化の進行等を踏ま
え、計画期間内であっても必要に応じて適
宜見直しを実施する。 

第５章 今後の対応方針と計画の実現 
１  公 共 施 設 等 を 取 り 巻 く 課 題    

人口減少、施設老朽化、複合災害への備え及び新型コロナウイルス感染症対策に対応するため、
各公共施設等マネジメントを実践 
２ 公共施設等マネジメントの実践   
(1) 品質（安全・安心・快適性の確保）、供給（適切な施設量）、財務（財政基盤の健全化）の３つの

視点から、質と量の最適化に取り組むことで、「安全・安心で快適な施設等の配置」及び「持続可
能なまちづくり」の両立を目指す 

(2) ゾーニングの視点を取り入れて、各施設を点でなく面として捉え、特徴をもったエリアとして、
各施設の機能や魅力を十分に発揮するための工夫を凝らしながら、さらには民間のノウハウの活
用や広報等の充実を図るなど収益性を上げる発想も持って魅力的なまちづくりを目指す 


